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政
令
第

号

盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
金
属
切
断
工
具
を
定
め
る

政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
七
条
第
三
項
及
び

第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
金
属
切
断
工
具
を
定
め
る
政
令

（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

本
則
中
「
盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、

本
則
を
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
指
定
金
属
切
断
工
具
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
七
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条

法
第
七
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
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一

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

二

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人

（
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三

外
国
政
府
、
外
国
の
政
府
機
関
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
及
び
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
三
条

法
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方

面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。
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理

由

盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
金
属
く
ず
の
買
受
け
を
行
う
際
の
本
人
確

認
の
対
象
を
現
に
当
該
買
受
け
に
係
る
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
自
然
人
と
す
る
特
例
の
適
用
を
受
け
る
者
を
定
め
る
等
の

必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


